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別紙様式別紙様式別紙様式別紙様式
変更内容説明書変更内容説明書変更内容説明書変更内容説明書

１　五地域区分の変更概要１　五地域区分の変更概要１　五地域区分の変更概要１　五地域区分の変更概要

(1)　総括表(1)　総括表(1)　総括表(1)　総括表

注１：県土面積は、平成27年10月1日現在の国土地理院公表の県土面積である。

注２：五地域区分の面積は、土地利用基本計画上で計測したものである。

【記載上の注意事項】

1) 「現行計画の面積」、「変更する面積」、「変更後の計画面積」欄の「面積（ha）」には、整数値を記載する。

2) 「現行計画の面積」、「変更する面積」、「変更後の計画面積」欄の「割合（％）」の数値は、小数点第１位まで記載する。

3) 「現行計画の面積」と「変更後の計画面積」に記載する県土面積は一致させる。

4) 「変更する面積」欄には、変更する面積のみを記載する（変更がない場合は、空欄とする）。

5) 「差引面積（ha）」がマイナスになる場合、数字の前に「△」を付する（「縮小面積」欄の数字の前には「△」を付さない）。

白地地域

県土面積

292,071

240,431

225,020

88,790

農業地域(b）

森林地域(ｃ）

自然公園地域(d)

自然保全地域(e)

五地域計

（ｆ：a+b+c+d+e）

846,447

3,023

498,640

135

変更後の計画面積

差引面積(ha）

（④：②-③）

6,869

五地域区分

都市地域(a）

面積(ha）

(⑤：①＋④）

割合（％）

(⑥：⑤／県土面積）

298,940 60.0%6,869

現行計画の面積 変更する面積

割合（％）

（①／県土面積）

拡大面積(ha）

(②）

縮小面積(ha）

（③）

240,002 48.1%

225,020 45.1%

88,790 17.8%

135 0.0%

498,640 100.0%0

6,440

0

852,887 171.0%

3,023 0.6%

0

4296,869

100.0%

0.6%

169.8%

0.0%

429 △ 429

0

0

面積(ha）

（①）

58.6%

48.2%

45.1%

17.8%

1



(2) 位置図 

整理
番号

所在
整理
番号

所在
整理
番号

所在
整理
番号

所在

1 北九州市小倉南区下曽根 6 福岡市西区元岡 11 小郡市三沢 16 古賀市病院・千鳥

2 北九州市小倉南区上吉田 7 久留米市田主丸町全域 12 小郡市津古 17 篠栗町乙犬

3 福岡市西区戸切 8 久留米市城島町全域 13 宗像市東郷 18 新宮町原上

4 福岡市西区徳永・田尻 9 久留米市田主丸ほか 14 宗像市野坂 19 粕屋町酒殿

5 福岡市西区飯氏 10 久留米市城島ほか 15 宗像市久原 20 鞍手町中山

2 
1 

4 
3 

6 
5 

8・10 

7・9 
11 
12 

13 
14 

15 16 

17 
18 

19 

2



(3)　変更地域別概要

(3)　変更地域別概要(3)　変更地域別概要

(3)　変更地域別概要

名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 1 調整 1 農用地 1

都 2 調整 2 宅地 2

都 7 調整 7 農用地 4

道路 1

宅地 1

その他 1

都 20 調整 20 農用地 9

道路 7

道路 2

その他 2

都 3 調整 3 宅地 1

その他 2

都 2 調整 2 宅地 1

その他 1

農 4,419 農用 1,965 農用地 2,339

森 1,271 民林 1,271 森林 1,438

公 2,092 保安 829 原野 103

公特 721 水面等 258

道路 298

宅地 491

その他 184

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）

変更部分の

地目現況（ha）

変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況

旧北九州空港跡地一帯を開発した地域で、隣接地周辺におい

て市街化が進んでおり、現行の市街化区域と一体の都市となっ

た都市地域に位置づける必要があるもの。

平成29年3月

市街化区域

編入予定

1

北九州農業地

域

（７－６）

北九州市

他地域と

の重複

細区分の

指定状況

隣接する区域周辺は既に市街化しており、現行の市街化区域

と一体の都市となった都市地域に位置づける必要があるもの。

平成29年3月

市街化区域

編入予定

地域内を縦断する学園通線の開通予定や、九州大学文系・農

学系学生の移転予定など、周辺状況の変化に伴う開発圧力へ

の対応に向けて、計画的な土地利用の転換を図るもの。

平成30年1月

市街化区域

編入予定

平成30年1月

市街化区域

編入予定

3

福岡農業地域

（７－１）

福岡市 7

土地区画整理事業による計画的なまちづくりを予定しており、

駅前で主要幹線道路等に隣接した交通利便性の高さを活かし

た計画的な市街地形成を図るもの。

6

20

福岡農業地域

（７－１）

福岡市 2

九州大学伊都キャンパス敷地と一体的な既成市街地で、キャ

ンパス南口の整備を契機に山地の切土で土砂災害の危険性

が低くなり、市街地として良好な環境が整うことから、幹線道路

に面した交通利便性の高さを活かした計画的な市街地形成を

図るもの。

平成30年1月

市街化区域

編入予定

福岡農業地域

（７－１）

福岡市

福岡農業地域

（７－１）

福岡市 3

JR周船寺駅に近接して既成市街地を形成しており、地区西側

の主要地方道福岡早良大野城線の整備を踏まえ、交通利便性

の高さを活かした計画的な市街地形成を図るもの。

平成30年1月

市街化区域

編入予定

2

1

縮小面積

(ha）

7

久留米都市地

域

（７－３）

久留米市 5,111

土地利用の整序化、良好な住環境の確保、無秩序な市街地拡

大等の課題に対応するため、久留米市全域への都市計画区域

の拡大、非線引き都市計画区域への用途地域の指定、及び非

線引き都市計画区域の用途白地地域への特定用途制限地域

の指定を行うもの。

4

5

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名

拡大面積

(ha）

変更する面積

2

北九州農業地

域

（７－６）

北九州市

関連する

個別規制法

の措置

（予定）

3



名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）

変更部分の

地目現況（ha）

変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況

他地域と

の重複

細区分の

指定状況

縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名

拡大面積

(ha）

変更する面積

関連する

個別規制法

の措置

（予定）

農 1,758 農用 801 農用地 917

森林 1

原野 19

水面等 326

道路 138

宅地 276

その他 81

都 180 用途 180 農用地 19

水面等 3

道路 20

宅地 94

その他 44

都 123 用途 123 農用地 5

水面等 7

道路 15

宅地 65

その他 31

都 3 調整 3 農用地 2

その他 1

都 13 調整 13 農用地 4

宅地 3

道路 4

その他 2

都 6 調整 6 宅地 5

その他 1

都 3 調整 3 宅地 2

その他 1

都 33 調整 33 森林 17

森 5 民林 5 宅地 2

その他 14

14

宗像農業地域

（７－２）

宗像市

13

医療施設や店舗等が建ち並んでおり、周辺同様に一定規模の

市街化がなされているため、既存の市街化区域と沿道商業地

として一体的な土地利用の誘導を図るもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

幹線道路原田駅東福童線の沿線に位置し、医療施設は充実し

ているが生活利便施設が不足している。それを補う商業・業務

系の計画が具体化されているため、周辺住民の生活利便性向

上や鉄道駅を中心とした拠点性向上を目的とし、市街化区域に

編入するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

城島総合支所を中心とした既成市街地に用途地域を指定する

ことで、拠点市街地の明確化及び土地利用の整序を図るととも

に、用途白地地域に特定用途制限地域を指定することで、郊外

部での建築活動を抑制し、建築等の拠点市街地への誘導や周

辺農地の保全を図るもの。

平成29年11月

用途地域

編入予定

平成29年

市街化区域

編入予定

現状は周辺（市街化区域で第１種住居地域）と一体的な市街地

として形成されており、既成市街地を周辺の市街化区域ととも

に、一体的な市街地として維持及び保全を図る必要があるた

め、市街化区域に編入するもの。

田主丸総合支所及びＪＲ田主丸駅を中心とした既成市街地に

用途地域を指定することで、拠点市街地の明確化及び土地利

用の整序を図るとともに、用途白地地域に特定用途制限地域

を指定することで、郊外部での建築活動を抑制し、建築等の拠

点市街地への誘導や周辺農地の保全を図るもの。

平成29年11月

用途地域

編入予定

33

本市の文化・福祉における中心的な地区として、宗像ユリック

ス、メイトム宗像等の公共施設が立地しており、更なる土地利

用の誘導を図る必要があるもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

8

久留米都市地

域

（７－４）

久留米市 1,758

土地利用の整序化、良好な住環境の確保、無秩序な市街地拡

大等の課題に対応するため、久留米市全域への都市計画区域

の拡大、非線引き都市計画区域への用途地域の指定、及び非

線引き都市計画区域の用途白地地域への特定用途制限地域

の指定を行うもの。

10

久留米市

久留米農業地

域

（７－４）

久留米市

9

久留米農業地

域

（７－３）

宗像市

宗像農業地域

（７－２）

15

小郡市 1312

小郡農業地域

（７－３）

11

小郡農業地域

（７－３）

小郡市 3

西鉄三沢駅に近接し、市街化区域３辺に隣接する区域であり、

拠点となる駅周辺地区における都市的土地利用の誘導及び促

進を図った上で、市街化区域に編入するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

宗像農業地域

（７－２）

宗像市

3

6

123

180

4



名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）

変更部分の

地目現況（ha）

変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況

他地域と

の重複

細区分の

指定状況

縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名

拡大面積

(ha）

変更する面積

関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 12 調整 12 道路 1

宅地 2

その他 9

都 2 調整 2 農用地 2

都 6 調整 6 道路 3

宅地 3

都 13 調整 13 農用地 9

道路 1

宅地 3

6,869 429

【記載上の注意事項】

1) 「整理番号」欄は、変更地域ごとに付し、必要に応じて枝番を使用する。

2) 「変更地域名」欄には、変更部分の通称（市町村名）の五地域区名（例：○○都市地域）を記載する。また、対応する土地利用基本計画図の図面番号を括弧書きで併せて記載する。

3) 「変更する面積」、「変更部分の重複状況」、「変更部分の地目現況」欄の面積には、整数値を記載する。

17

篠栗農業地域

（７－２）

篠栗町 2

県道福岡篠栗線、ＪＲ門松駅に近接する地区で、民間宅地開発

事業による公共施設の整備改善を行い、自然環境と調和のと

れた良好な低層住宅地の造成を図り市街化区域に編入するも

の。

平成29年

市街化区域

編入予定

18

新宮農業地域

（７－２）

新宮町 6 既に市街地を形成されていることに伴い変更するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

10)「個別規制法の調整状況」とは、法令や通知で国の関係地方支分部局との間で調整を行うこととされている場合における、都道府県（個別規制法担当部局）と当該地方支分部局（個別規制法担当部局）との調整を指す。なお、本欄には、①どの地方

支分部局（個別規制法担当部局）と、②いつどのような方法で接触をし、③いつどのような反応を得られたかを記載すること。（例：○○農政局○○課に○月○日文書にて照会。○月○日時点未回答。○月○日口頭で了解の旨連絡受け。）

6) 「白地地域の増減」欄には、変更によって減少又は増加することとなる白地地域の面積を記載すること。なお、白地地域が減少する場合は、数字の前に△を付すこと。

7) 「変更部分の地目現況」欄は、該当する現況を農用地、森林、原野、水面・河川・水路（河川等）、道路、宅地、その他に分類して記載する。

9) 「関連する個別規制法の措置（予定）」には、個別規制法に基づく地域・区域（細区分を含む）の指定（変更及び廃止を含む）の予定を記載する。

4) 「変更部分の重複状況」の「他地域との重複」欄には、拡大の場合は新たに重複することとなる他地域の名称と面積、縮小の場合は変更前において重複していた他地域の名称と面積を記載する。なお、名称の記載する際、都市地域は「都」と、農業地

域は「農」と、森林地域は「森」と、自然公園地域は「公」と、自然環境保全地域は「保」という略称を用いる。

5) 「変更部分の重複状況」の「細区分の指定状況」欄には、上記4)と同様の考え方で個別規制法の各地域・区域の種類と面積を記載する。その際、市街化区域は「市街」と、市街化調整区域は「調整」と、その他都市計画区域における用途地域は「用途」

と、農用地区域は「農用」と、国有林は「国林」と、地域森林計画対象民有林は「民林」と、保安林は「保安」と、特別地域は「公特」と、特別保護地区は「保護」と、原生自然環境保全地域は「原生」と、特別地区は「保特」と記載する。

8) 「変更を必要とする理由」欄には、人口、産業、交通、自然条件等により地域の特質を明らかにしつつ、土地利用又は土地取引の動向からみた必要性について記載する。また、細区分の設定の考え方、関連する事業計画等を明らかにしつつ、当該地

域の土地利用（開発、整備、保全）の基本的方向に関する事項を括弧書きで併せて記載する。なお、新たに複数の地域区分を重複させる場合には、その必要性についても記載する。（例：開発を抑制するために○○法の○○区域も指定する）

合　　　　　　　計

13

粕屋町では人口の伸びが著しく、市街化調整区域で受け皿確

保が必要である。駕与丁公園、粕屋町役場及び大型商業施設

等の基幹的な施設に近接し、ＪＲ香椎線酒殿駅が隣接するな

ど、公共交通軸を生かした都市づくりを行うため市街化区域に

編入するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

19

粕屋農業地域

（７－２）

粕屋町

平成29年

市街化区域

編入予定

国道3号西側に近接する市街化調整区域内に位置するが、既

に形成された良好な低層住宅地と公共施設が調和しており、今

後の適正な土地利用の規制・誘導を図るため市街化区域に編

入するもの。

12古賀市

古賀農業地域

（７－２）

16

5



名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 1 調整 1 農用地 1

旧北九州空港跡地一帯を開発した地域で、隣接地周辺において市

街化が進んでおり、現行の市街化区域と一体の都市となった都市地

域に位置づける必要があるもの。

平成29年3月

市街化区域

編入予定

1
北九州農業地域

（７－６）
北九州市 1

6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.835, 130.946 33.835, 130.946 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１ 北九州農業地域北九州農業地域 （縮） ７－６  

7



名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 2 調整 2 宅地 2

隣接する区域周辺は既に市街化しており、現行の市街化区域と一

体の都市となった都市地域に位置づける必要があるもの。

平成29年3月

市街化区域

編入予定

22
北九州農業地域

（７－６）
北九州市

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.859, 130.949 33.859, 130.949 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

２ 北九州農業地域北九州農業地域 （縮） ７－６７－６ 

9



名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 7 調整 7 農用地 4

道路 1

宅地 1

その他 1

平成30年1月

市街化区域

編入予定

3
福岡農業地域

（７－１）
福岡市 7

土地区画整理事業による計画的なまちづくりを予定しており、駅前で

主要幹線道路等に隣接した交通利便性の高さを活かした計画的な

市街地形成を図るもの。

10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.554, 130.321 33.554, 130.321 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

３ 福岡農業地域福岡農業地域 （縮）  ７－１ 

11



名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 20 調整 20 農用地 9

道路 7

道路 2

その他 2

地域内を縦断する学園通線の開通予定や、九州大学文系・農学系

学生の移転予定など、周辺状況の変化に伴う開発圧力への対応に

向けて、計画的な土地利用の転換を図るもの。

平成30年1月

市街化区域

編入予定

20
福岡農業地域

（７－１）
福岡市4

12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.583, 130.252 33.583, 130.252 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

４ 福岡農業地域福岡農業地域 （縮） ７－１７－１ 

13



名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 3 調整 3 宅地 1

その他 2福岡農業地域

（７－１）
福岡市 3

JR周船寺駅に近接して既成市街地を形成しており、地区西側の主

要地方道福岡早良大野城線の整備を踏まえ、交通利便性の高さを

活かした計画的な市街地形成を図るもの。

平成30年1月

市街化区域

編入予定

5

14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.567, 130.243 33.567, 130.243 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

５ 福岡農業地域福岡農業地域 （縮） ７－１  

15



名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 2 調整 2 宅地 1

その他 1

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用
に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況

6
福岡農業地域

（７－１）
福岡市 2

九州大学伊都キャンパス敷地と一体的な既成市街地で、キャンパス
南口の整備を契機に山地の切土で土砂災害の危険性が低くなり、

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.590, 130.218 33.590, 130.218 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

６  福岡農業地域 （縮）（縮） ７－１ 

17



 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.331, 130.687 33.331, 130.687 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:500001:50000 

７ 久留米都市地域久留米都市地域 （拡） ７－３  
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 縮尺縮尺縮尺縮尺 33.260, 130.419 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 1:50000 

８ 久留米都市地域 （拡） ７－４ 

19



名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 180 用途 180 農用地 19

水面等 3

道路 20

宅地 94

その他 44

白地地

域の増
減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用
に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と
の重複

細区分の
指定状況

田主丸総合支所及びＪＲ田主丸駅を中心とした既成市街地に用途
地域を指定することで、拠点市街地の明確化及び土地利用の整序

を図るとともに、用途白地地域に特定用途制限地域を指定すること
で、郊外部での建築活動を抑制し、建築等の拠点市街地への誘導
や周辺農地の保全を図るもの。

平成29年11月

用途地域
編入予定

久留米市9
久留米農業地域

（７－３）
180

縮小面積
(ha）

整

理
番
号

変更地域名
（図面番号）

関係
市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法
の措置
（予定）

20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.331, 130.687 33.331, 130.687 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:500001:50000 

９ 久留米農業地域久留米農業地域 （縮）（縮） ７－３ 
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 123 用途 123 農用地 5

水面等 7

道路 15

宅地 65

その他 31

白地地

域の増
減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用
に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と
の重複

細区分の
指定状況

城島総合支所を中心とした既成市街地に用途地域を指定すること
で、拠点市街地の明確化及び土地利用の整序を図るとともに、用途

白地地域に特定用途制限地域を指定することで、郊外部での建築
活動を抑制し、建築等の拠点市街地への誘導や周辺農地の保全を
図るもの。

平成29年11月

用途地域
編入予定

10
久留米農業地域

（７－４）
久留米市 123

縮小面積
(ha）

整

理
番
号

変更地域名
（図面番号）

関係
市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法
の措置
（予定）

22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.260, 130.419 33.260, 130.419 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:500001:50000 

１０ 久留米農業地域久留米農業地域 （縮）（縮） ７－４ 
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 3 調整 3 農用地 2

その他 1
11

小郡農業地域

（７－３）
小郡市 3

西鉄三沢駅に近接し、市街化区域３辺に隣接する区域であり、拠点

となる駅周辺地区における都市的土地利用の誘導及び促進を図っ

た上で、市街化区域に編入するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.423, 130.562 33.423, 130.562 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１１ 小郡農業地域（縮）７－３小郡農業地域（縮）７－３小郡農業地域（縮）７－３ 
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 13 調整 13 農用地 4

宅地 3

道路 4

その他 2

幹線道路原田駅東福童線の沿線に位置し、医療施設は充実してい

るが生活利便施設が不足している。それを補う商業・業務系の計画

が具体化されているため、周辺住民の生活利便性向上や鉄道駅を

中心とした拠点性向上を目的とし、市街化区域に編入するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

小郡市 1312
小郡農業地域

（７－３）
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.446, 130.558 33.446, 130.558 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１２ 小郡農業地域小郡農業地域 （縮） ７－３  
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 6 調整 6 宅地 5

その他 1
13

平成29年

市街化区域

編入予定

現状は周辺（市街化区域で第１種住居地域）と一体的な市街地とし

て形成されており、既成市街地を周辺の市街化区域とともに、一体

的な市街地として維持及び保全を図る必要があるため、市街化区域

に編入するもの。

宗像農業地域

（７－２）
宗像市 6
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.805, 130.541 33.805, 130.541 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１３ 宗像農業地域宗像農業地域 （縮）（縮） ７－２ 
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 3 調整 3 宅地 2

その他 1
14

宗像農業地域

（７－２）
宗像市

医療施設や店舗等が建ち並んでおり、周辺同様に一定規模の市街

化がなされているため、既存の市街化区域と沿道商業地として一体

的な土地利用の誘導を図るもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

3
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.786, 130.565 33.786, 130.565 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１４ 宗像農業地域宗像農業地域 （縮）（縮） ７－２ 
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）

都 33 調整 33 森林 17

森 5 民林 5 宅地 2

その他 14
33

本市の文化・福祉における中心的な地区として、宗像ユリックス、メ

イトム宗像等の公共施設が立地しており、更なる土地利用の誘導を

図る必要があるもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

宗像市
宗像農業地域

（７－２）
15
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.792, 130.547 33.792, 130.547 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１５ 宗像農業地域宗像農業地域 （縮）（縮） ７－２ 
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）
名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 12 調整 12 道路 1

宅地 2

その他 9

減

平成29年

市街化区域

編入予定

国道3号西側に近接する市街化調整区域内に位置するが、既に形

成された良好な低層住宅地と公共施設が調和しており、今後の適正

な土地利用の規制・誘導を図るため市街化区域に編入するもの。

12古賀市
古賀農業地域

（７－２）
16
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.740, 130.481 33.740, 130.481 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１６ 古賀農業地域古賀農業地域 （縮） ７－２  
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）
名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 2 調整 2 農用地 2

17
篠栗農業地域

（７－２）
篠栗町 2

県道福岡篠栗線、ＪＲ門松駅に近接する地区で、民間宅地開発事業

による公共施設の整備改善を行い、自然環境と調和のとれた良好な

低層住宅地の造成を図り市街化区域に編入するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

減
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.617, 130.503 33.617, 130.503 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１７ 篠栗農業地域篠栗農業地域 （縮）（縮） ７－２ 
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）
名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 6 調整 6 道路 3

宅地 3
18

新宮農業地域

（７－２）
新宮町 6 既に市街地を形成されていることに伴い変更するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

減
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.688, 130.453 33.688, 130.453 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１８ 新宮農業地域新宮農業地域 （縮）（縮） ７－２ 
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

白地地

域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の

地目現況（ha）
変更を必要とする理由

（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

個別規制法の調整状況
他地域と

の重複

細区分の

指定状況縮小面積

(ha）

整

理

番

号

変更地域名

（図面番号）

関係

市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積
関連する

個別規制法

の措置

（予定）
名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 13 調整 13 農用地 9

道路 1

宅地 3

減

13

粕屋町では人口の伸びが著しく、市街化調整区域で受け皿確保が

必要である。駕与丁公園、粕屋町役場及び大型商業施設等の基幹

的な施設に近接し、ＪＲ香椎線酒殿駅が隣接するなど、公共交通軸

を生かした都市づくりを行うため市街化区域に編入するもの。

平成29年

市街化区域

編入予定

19
粕屋農業地域

（７－２）
粕屋町
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変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：

変更区域図変更区域図変更区域図変更区域図 

図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置：図の中心位置： 33.602, 130.485 33.602, 130.485 （北緯（北緯（北緯（北緯,東経）東経）東経）東経） 縮尺縮尺縮尺縮尺 東経）東経）東経）東経） 1:100001:10000 

１９ 粕屋農業地域粕屋農業地域 （縮）（縮） ７－２ 
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